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河川事業における自然再生河川事業における自然再生

国土交通省河川局

河川環境課 原田昌直

平成１８年１１月

治水

明治２９年（１８９６年）

近代河川制度の誕生

平成９年（１９９７年）

治水・利水・環境の総合的な
河川制度の整備

治水 利水

環境

・河川環境の整備と保全
・地域の意見を反映した河川
・整備の計画制度の導入

治水 利水

昭和３９年（１９６４年）

治水・利水の体系的な制度
の整備

・水系一貫管理制度の導入
・利水関係規定の整備

＋

河川法改正の流れ河川法改正の流れ
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「多
自
然
型
川
づ
く
り
」の
推
進

・高度経済成長
・急速な都市化
・公害問題

水質汚濁
改善

オープンスペース
の確保

親水性向上

河川環境管理の
基本的考え方の確立Ⅰ

まちづくりとの
一体化

生態系の
重視

河川環境管理の
基本的考え方の確立Ⅱ

【
社
会
の
動
き
】

【河
川
行
政
の
対
応
】

〈S47自然環境保全法〉

〈S46環境庁設立〉

〈S42公害対策基本法〉

〈S45水質汚濁防止法〉

・オープンスペースの減少
・親水性へのニーズ

・まちづくりの展開
・歴史・景観・文化の重視
・うるおいのある
水環境への関心

・自然愛護思想の高まり
・地球環境問題への関心
・安全でおいしい水への
ニーズ

河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
制
定

水
質
調
査
の
実
施

河
川
環
境
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（河
川
審
議
会
答
申
）

河
川
環
境
管
理
基
本
計
画
の
策
定
開
始

河
道
整
備
事
業

隅
田
川
の
浄
化

水
質
汚
濁
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止
連
絡
協
議
会
設
置

直
轄
流
況
調
整
河
川
事
業

ダ
ム
周
辺
環
境
整
備
事
業

砂
防
環
境
整
備
事
業

河
川
浄
化
事
業

河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
改
正

ふ
る
さ
と
の
川
モ
デ
ル
事
業

桜
づ
つ
み
モ
デ
ル
事
業

マ
イ
タ
ウ
ン
・マ
イ
リ
バ
ー
整
備
事
業

ラ
ブ
リ
バ
ー
制
度

〈S33水質の保全に関する法律〉

〈S33工場廃水の規制の法律〉

河
川
整
備
基
金

S33～ S40 S50 S58 H2

河川環境施策の変遷①河川環境施策の変遷①

「多
自
然
型
川
づ
く
り
」の
推
進

生態系の
重視

安全でおいしい
水への期待

自然再生の要
請

河川環境管理の
基本的考え方の確立Ⅱ

河川環境の整備・保全を
河川法の目的化

【
社
会
の
動
き
】

【河
川
行
政
の
対
応
】

河
川
環
境
整
備
事
業
調
査
費

「河
川
水
辺
の
国
勢
調
査
」実
施

H2

魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り

推
進
モ
デ
ル
事
業

清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
21

今
後
の
河
川
環
境
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（河
川
審
議
会
答
申
）

河
川
法
改
正

自
然
再
生
事
業
の
創
設

河
川
整
備
基
本
方
針
、
河
川
整
備
計
画
策
定

〈H4種の保存法〉
〈H5環境基本法〉
〈H6環境政策大網〉
〈H6環境基本計画〉

〈H9環境影響評価法〉

・自然愛護思想の高まり
・地球環境問題への関心
・安全でおいしい水へのニーズ

〈H15自然再生推進法〉

総
合
水
系
環
境
整
備
事
業
、

統
合
河
川
環
境
整
備
事
業
の
創
設

ダ
ム
周
辺
環
境
備
事
業
費
補
助
の
廃
止

多
自
然
型
川
づ
く
り
レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

環
境
用
水
の
取
扱
い
の
明
確
化

河
川
法
改
正
10
年
（政
策
レ
ビ
ュ
ー
）

水
辺
の
楽
校
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「子
ど
も
の
水
辺
」再
発
見
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

H7 H9 H14 H17 H19

〈H16環境教育法〉
〈H16外来生物法〉

・アジェンダ２１
・三位一体改革・公共事業費の削減

・総合的な学習の時間
・第３回世界水フォーラム

川を活かした
環境教育の推進

？

？？？

河川環境施策の変遷②河川環境施策の変遷②
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自然再生の取り組みイメージ自然再生の取り組みイメージ

河川管理として良好な河川環境を保全・復元するため
に必要とされる湿地の造成・創出、河道（ワンド、瀬、
淵を含む。）の整備・管理を行う。

治水、利水上の河川工事に際して、併せて実施することにより
過去に失われた貴重な河川環境を復元する

過去の河川工事等により失われた貴重な河川環境を復元、ある
いは現状では失われてしまう環境を保全する

多自然川づくり

自然再生事業

多自然川づくり多自然川づくり
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施行前（平成５年） 施行後（平成７年）

多自然型川づくり多自然型川づくり

【和泉川（神奈川県） 】

～鋼矢板三面張りの川を自然豊かな川へ再生～

ぬきがわ

＜施工前＞

両岸ともコンクリート護岸で固められ、水
辺の生物の生息場がほとんどない。

＜施工後（約２年）＞

瀬や淵が形成され、水際のよどみや植物の落
とす影が魚たちの生息場となっている。

多自然型川づくり多自然型川づくり

【貫川（北九州市）～ 】

～川自身の力に任せて自然な流れを復活～
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■「多自然型川づくり」レビュー委員会の設立

「多自然型川づくり」の現状を検証し、新たな知見を踏まえた「今後の多自然型川
づくり」の方向性について提言いただく

問題意識

○多自然型川づくりは特別なものではないはずなのに、優良事例もある一方で、
平均点が下がっている

これらを踏まえて

・平成2年「多自然型川づくりの推進について」の通達が出されて以来、様々な工夫を重
ねながら治水機能と環境機能を両立させた数多くの事例が積み重ねられた

・しかしながら、場所毎の自然環境の特性への考慮を欠いた改修を進めたり、他の施工
箇所の工法をまねるだけの画一的で安易な川づくりも多々見られる

○災害復旧は時間が限られており、対応が難しい

多自然型川づくり多自然型川づくり

「多自然型川づくり」レビュー委員会について

「趣意書 」

平成２年「多自然型川づくりの推進について」の通達が出され、河川が本来有している生物の良
好な生息・生育環境に配慮し、あわせて美しい自然景観を保全あるいは創出する「多自然型川づ
くり」が始まりました。現在、災害復旧事業を含め全ての河川整備は多自然型川づくりとすること
が基本とされ、これまでに数多くの事例が積み重ねられてきました。しかしながら、多自然型川づ
くりの主旨を踏まえ様々な工夫を重ねながら治水機能と環境機能を両立させた取り組みがある一
方で、場所毎の自然環境の特性への考慮を欠いた改修を進めたり、他の施工箇所の工法をまね
るだけの画一的で安易な川づくりも多々見られます。
多自然型川づくりが始まって１５年経過した現在、このような「多自然型川づくり」の現状を検証し、
新たな知見を踏まえた「今後の多自然型川づくり」の方向性について提言いただくため「多自然型
川づくり」レビュー委員会を設立するものです。

山岸 哲 財団法人山階鳥類研究所所長（委員長）
角野 康郎 神戸大学教授
岸 由二 慶應義塾大学経済学部教授
島谷 幸宏 九州大学大学院教授
谷田 一三 大阪府立大学教授
辻本 哲郎 名古屋大学大学院教授
中村 太士 北海道大学大学院教授
森 誠一 岐阜経済大学教授
森下 郁子 社団法人淡水生物研究所所長

委員

布村 明彦 国土交通省河川局河川計画課長
久保田 勝 国土交通省河川局河川環境課長
関 克己 国土交通省河川局治水課長
宮本 博司 国土交通省河川局防災課長
天野 邦彦 土木研究所水循環研究グループ河

生態チーム上席研究員
藤田 光一 国土交通省国土技術政策総合研究所

河川環境研究室室長
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Ⅰ 多自然型川づくりのこれまでの取り組み Ⅱ 多自然型川づくりの現状

川づくりの事例分析や専門家・市民の意見等より

(1) 多自然型川づくりに対する関係者間の意識
・多自然型川づくりが十分に理解されていない
・目指すべき川づくりに対する共通認識がない

(2) 多自然型川づくりの技術
・留意すべき事項を設計に活かす技術がない
・河川環境の評価ができておらず、川づくりの目標が
明確になっていない
・改変に対する環境の応答が十分科学的に解明され
ていない

(3) 多自然型川づくりの制度・仕組み
・多自然型川づくりの現場担当者を支援するための
仕組みが十分でない
・多自然型川づくりの評価の仕組みがない
・多自然型川づくりの市民参加や関係者の連携が十
分に行われていない

(4) 多自然型川づくりの人材育成
・人材を育成する仕組みが整備されていない

平成2年：通達

平成9年：河川法改正

モデル事業

すべての川づくり

水際の工夫

空間構成要素
への配慮

河川全体を
視野にいれた計画

流域全体を対象にした
川のシステムの再生

平成14年：自然再生推進法

平成16年：景観法

実施対象の広がり
(モデル事業から
すべての川づくりへ)

視点の広がり
(水際から流域へ)法制度

の整備

多自然型川づくりは、川づくりの基本的な考え方

「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（１）「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（１）

多自然型川づくり実施状況調査によると、現地で
の事前調査を実施しているものは５割程度、施工後
の事後調査を実施しているものは１割程度。

魚巣部ブロックをとりつけたが、全面に州がつ
いてしまって、魚巣ブロックの機能がなくなっ
てしまった。

河川特性が把握できておらず、蛇行や瀬・淵を
どう創出していいのかわからない。

①：45%

②：7%③：4%

④：42%

未回答：2%

①現地調査を実施

②河川水辺の国勢調査を実施

③文献調査のみ実施

④未実施

未回答

事前調査

13%

87%

事後調査実施

事後調査未実施

事後調査

「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（２）「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（２）

事前調査や事後調査は必ずしも十分に行われてい
ない。
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Ⅲ これからの川づくりの方向性

多自然型川づくりから多自然川づくりへの展開

視点の広がり

個別箇所での配慮から、流域
全体の視点を持った取り組み
への広がり

多自然型川づくりはすべての川づくりの基本的な考え方
＝多自然型以外の「型」の川づくりはない

多自然型川づくりはすべての川づくりの基本的な考え方
＝多自然型以外の「型」の川づくりはない

多自然型川づくりの進化多自然型川づくりの進化

（１）個別箇所の多自然から河川全体の自然の営みを視野に入れた多自然へ
河川全体の自然環境を理解し、全体として目指すべき一貫した目標のもと、川づくりを行うことが必要

（２）地域の暮らしや歴史・文化と結びついた川づくりへ
生物の生息・生育・繁殖環境を保全・再生することはもちろんであるが、地域の暮らしや歴史・文化が密接に
結びつき、それらが育まれていくような川づくりを行うことが必要

（３）河川管理全般を視野に入れた多自然川づくりへ
川づくりは工事が完了した時点で終わるのではなく、その後の出水や自然環境の変化等、常に川の状態を
監視し順応的に管理していくことが重要

実施対象の広がり

特別の箇所におけるモデル
事業から、すべての川づく
りへの広がり

今後の川づくりの３つの方向性

「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（３）「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（３）

Ⅳ 今後の多自然川づくりを推進するための具体的施策

計画・設計技術の向上 ・・・水際の適切な河岸工法に関する技術開発
河川管理技術の向上 ・・・河道内樹木等の管理方法の体系化

技術的支援の実施 ・・・アドバイザーの現地への派遣
評価体制の構築 ・・・学識者等が川づくりを評価する仕組みを設立

市民参画の仕組みの構築・・・川づくりへの市民の参画の仕組みづくり
多自然川づくりの普及 ・・・シンポジウム、ワークショップ等の開催
人材育成 ・・・河川技術者を対象とした研修の導入

［主な施策］

「課題の残る川づくりの解消」を目指して
現在までの知見や技術が現場において十分に活用されるような施策を進め、早急に成果を得るように努

める。

さらに川づくり全体の水準を向上させるために
中長期的に解決すべき課題も含めて、技術的な検討や仕組みづくりに取り組み施策を展開する。

［主な施策］

「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（４）「多自然型川づくり」レビュー委員会 提言の概要（４）
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◇激特・改良復旧（関連、助成）事業では、極めて短期間で保全・復元すべき場等の河
道の状況を把握し、河道計画を検討する必要がある。

◇そこで、専門家で構成されるアドバイザーが被災後に現地踏査を行い、保全・復元す
べき場や制約条件を踏まえて、治水計画等のアドバイスを行う制度を創設した。

災害発生災害発生

アドバイザー事務局
本省河川局河川環境課

アドバイザー
・河川工学専門家
・生物等の専門家

地方整備局等経由で

派遣要請 派遣依頼

（現地踏査）
・保全復元すべき場の抽出
・制約条件を踏まえた治水計画の提案
（場合によっては）
・保全復元すべき場の検討・設定
・施工、モニタリング時のサポート

河川管理者

「多自然型川づくり」 アドバイザー制度の創設「多自然型川づくり」 アドバイザー制度の創設

自然再生事業自然再生事業
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自然再生事業の経緯自然再生事業の経緯

平成９年 河川法改正

平成１３年７月 ２１世紀「環の国」づくり会議（首相の私的懇談会）報告

平成１４年 自然再生事業の創設

平成１６年６月 国土交通省環境行動計画

これまで、河川改修事業、河川環境整備事業（河道整備事
業）にあわせて湿地再生等を促進

”自然再生型公共事業を国民の協力を得て展開”

自然河川や湿地再生の措置を講じていかなければ自然環境
の保全が極めて困難となっている箇所において、自然環境
を保全・復元するという目的の下で、湿地再生等を明示的
に事業として位置づけ、自然再生への取り組み姿勢を明確
にした。

新たな施策展開「Ⅲ健全な自然環境の確保・水循環系の構
築 ４．自然再生」として「地域主体で水辺や湿地、干潟、
藻場、緑地等の再生を進める」

自然再生事業の実施状況自然再生事業の実施状況

直轄河川（ダム除く）に
おける自然再生事業は
全国31箇所（平成18年
度）で実施

うち、自然再生推進法
に基づく協議会が設置さ
れている箇所：３カ所
（釧路、荒川、霞ヶ浦）

自然再生事業（平成１６年度実施箇所）

標津川（北海道）

五ヶ瀬川（宮崎県）

荒川（東京都、埼玉県）

釧路川（北海道）

利根川 （茨城県、栃木県）

多摩川（東京都、神奈川県）

江の川（広島県）

狩野川（静岡県）

豊川 （愛知県）

石狩川（北海道）

渡川（高知県）

木曽川 （愛知県、三重県、岐阜県）

重信川（愛媛県）

揖保川（兵庫県）

赤川（山形県）

淀川（大阪府）

円山川（兵庫県）

天竜川（長野県）

加古川（兵庫県）

馬淵川（青森県）

鵡川 （北海道）

岩木川（青森県）

鶴見川（神奈川県）

信濃川（長野県）

神通川（富山県）

矢作川 （愛知県）

大和川（大阪府、奈良県）

天神川（鳥取県）

吉井川（岡山県）

松浦川（佐賀県）

菊池川（熊本県）
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自然再生事業とは

治水や利水を目的とする事業の中でミティゲーションとして川の環境保全を行うも
のではなく、河川環境の保全を目的とし、流域の視点から、人為的に制約を受けた
「川のシステム」を元に戻す（＝再自然化する）河川事業。
また、この事業は極力人間の手を入れず、自然の復元力を活かして実施。

自然再生事業の３つのポイント

①流域の視点から計画を策定する

②順応的、段階的な事業の実施

③ＮＰＯ等との連携

良好な自然環境の保全・復元～自然再生事業～良好な自然環境の保全・復元～自然再生事業～

自然再生事業の実施

実施計画①
例｢河川の再
蛇行化と周辺
湿原の復元｣

実施計画③
例｢きめ細かな除
草などの維持管
理や環境学習｣

実施計画②
例｢上流部の荒
廃地での広葉
樹植」

行政機関／意欲あるＮＰＯ等

関係地方公共団体／関係行政機関自
然
再
生
協
議
会

…

「
Ｐ
湿
地
再
生
協
議
会
」

メ
ン
バ
ー(

実
施
者
を
含
む) 

○
再
生
事
業
に
参
画
す
る
地
域
住
民/N

PO
/

専
門
家/

土
地
所
有

者
等
な
ど

○
行
政
：
関
係
地
方
公
共
団
体/

関
係
行
政
機
関

主務大臣

環 境 大 臣
農林水産大臣
国土交通大臣

送付

助言

第７条

連絡
調整

例：Ａ県 Ｐ湿地

自然再生推進会議

地元団体等による維持管理

…土地所有者等との協定など
…

実施計画（全体構想含む）公表

［協議会での協議結果に基づき実施者が作成］
実施者①
(○○省)

実施者②
(△△町)

実施者③
(NPO)

呼びかけ／協議会立ち上げ 相談窓口の整備、情報提供や助言

（各地域）

自然再生基本方針
自然再生を総合的に推進するための基本方針……政府が策定

（環境大臣が、農林水産大臣及び国土交通大臣と協議して案を作成し、閣議決定）
～概ね５年ごとに見直し～

第９条

第１７条

第１０条

自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整
（環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関で構成）

自然再生
専門家会議

意見

意見

第８条

全体構想（協議会が作成）

（参考）自然再生推進法（参考）自然再生推進法
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自然再生の取り組み（釧路湿原）

釧路川・釧路湿原の概要

屈斜路湖から南下して釧路市に
て太平洋に流れ出る一級河川。

流路延長 154ｋｍ
流域面積 2,510ｋ㎡

釧路湿原は、流域南部に位置
し、面積は流域全体の８％に当
たる約200ｋ㎡。

釧路川流域南部

くっしゃろこ
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湿原面積の急激な減少と湿原植生の変化

近年の50年間で釧路湿原のおよそ
20%の面積が減少しています。

経緯

1980(昭和55)年 釧路湿原がラムサール条約の登録湿地に指定

1987(昭和62)年 国立公園指定（釧路湿原国立公園）

1999(平成11)年 釧路湿原の河川環境保全に関する検討委員会 設立

2001(平成13)年 「釧路湿原の河川環境保全に関する提言」策定

2001(平成13)年 釧路湿原自然再生事業 採択

2002(平成14)年 自然再生推進法成立（施行は平成15年１月）

2003(平成15)年11月 釧路湿原自然再生協議会 設立
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釧路湿原自然再生協議会

●平成15年11月に設立
●設立主旨
地域の多様な主体の参加による釧路湿原の自然再生
事業を効果的に進めるため
●特徴
○多様かつ多数の主体の参加
○地域住民の意見を反映する体制
○６つの小委員会を設置

農協、森林組合、漁協

NPO、市民団体、学校、企業など
大学教授など各分野の専門家、地域住民など

国土交通省（河川、農業）、環境省、林野庁、

北海道（土現（河川）、支庁（環境、観光等））、

5市町村

合計

オブザーバー

団体

個人

国

地方公共団体

117
14
36
56

11
協議会構成員の内訳 平成16年11月18日現在

釧路湿原自然再生協議会

自 然 再 生 協 議 会

●
再
生
普
及
小
委
員
会

●
土
砂
流
入
小
委
員
会

●
水
循
環
小
委
員
会

●
森
林
再
生
小
委
員
会

●
旧
川
復
元
小
委
員
会

●
湿
原
再
生
小
委
員
会

全
体
構
想
作
成

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

○
地
域
検
討
会

（流
域
住
民
と
の
意
見
交
換
）

○
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

○
個
別
事
業
の
意
見
交
換
会

等
※ 実施計画案の詳細な協議

実施者による実施計画の作成

自然再生事業の実施

※ 全体構想の作成、実施計画案の協議

＜協議会の体制＞
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第１～６回自然再生協議会
全体構想の検討

全体構想作成グループ会議
(全８回)

・全体構想の草案作成

全体構想のパブコメ
（１ヶ月間）

Ｈ１７．３ 釧路湿原自然再生全体構想策定

地域検討会(全６回、のべ約１４０名)
ミニシンポジウム（全２回、のべ約１３０名）
意見交換会（全８回、のべ約１５０名） 等

各種小委員会
●土砂流入小委員会 （４回）
●水循環小委員会 （４回）
●森林再生小委員会 （３回）
●旧川復元小委員会 （５回）
●湿原再生小委員会 （３回）
●再生普及小委員会 （４回）

平成十七年六月二日現在

全体構想とりまとめ経緯

Ｈ
１
５
〜
Ｈ
１
６

【目指すべき姿】=再
生に携わる人が共有
できる将来像、夢

【目標】=流域全体とし
ての到達すべき3つ
の目標

【施策】=各目標を達
成するための6つの具
体策の例示

【評価基準】=各施策
が達成されたかどう
かを評価するための
基準

○シマフクロウ・イトウなどの生き物が暮らし、人々に恵みを持続的にもたらしてくれる湿原
○ラムサール条約登録前のような湿原環境

1.湿原生態系の質的量的な回復
(生物環境)

2.湿原生態系を維持する循環
の再生(物理・化学環境)

3.湿原生態系と持続的に関われる
社会づくり(社会・経済環境)

1. 湿原生態
系と稀少野
生生物生息
環境の保全・
再生

3.湿原・河川
と連続した丘
陵地の森林
の保全・再生

2. 河川環境
の保全・再生

4.水循環・物
質循環の再
生

5.湿原・河川
・湖沼への土
砂流入の防
止

6. 持続的な
利用と環境
教育の促進

湿原植生の
復元、生息
環境の保全
、外来種の
除去

森林の回復・
復元、生態
系に配慮し
た施業の実
施・・・

蛇行河道の
復元、氾濫
原の回復、
連続性の確
保・・・

地下水位の
保全・復元、
流入水の水
質の修復・・・

生産源での
流出の抑制
、湿原への
流入量の軽
減・・・

環境教育の
充実、再生
への市民参
加の促進、
ルールづくり
・・・

湿原面積、
稀少種の個
体数、外来
種の分布面
積・・・

森林面積、
樹木サイズ、
森林性動物
の種数・・・

河川形状・冠
水頻度の多
様性、河川
性動植物の
種数・・・

地下水位・栄
養塩負荷量・
・・

流砂量、土
砂堆積量・・・

指導者数、
行事数、利
用による負
荷、地域の
自然や産業
への理解量・
・・

目標達成のための施策

茅沼地区
かやぬま

久著呂川
く ち ょ ろ
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茅沼地区旧川復元実施計画 実施主体および対象区域

対象区域

釧
路
川
↓

旧川

釧路川河口から32km付近の釧路川茅沼
地区（約2km区間）

茅沼地区

国土交通省北海道開発局釧路開発建設部

実施主体

茅沼地区旧川復元実施計画 当該箇所の変遷

航空写真で見る茅沼地区の変遷

1947年（昔の姿）

1977年（工事中）

1996年（現在）

蛇行した流れで周辺は
湿地となっていた

直線化工事中

樹木の繁茂

直線河道を流下

農地として利用

旧河道は小さくなり河跡湖状となっている

流れ方向

流れ方向

流れ方向
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茅沼地区旧川復元実施計画 当該箇所の課題
周辺の土地利用を図るための河道の直線化 河川水位の低下・氾濫頻度の減少 ①湿原内部への
土砂流入の増加／②湿原らしい河道物理環境の喪失／③乾燥化による湿原の減少／④湿原景観の喪失

①湿原内部への土砂流入の増加 ②湿原らしい河道物理環境の喪失

④湿原景観の喪失

▲周辺の土地利用を図るための河道の直線化による
湿原中心部への土砂流入の増加

流入土砂：少

流入土砂：多
(土砂の堆積)

蛇行河道のいたる
ところで氾濫、土砂
の堆積

直線化による
氾濫の減少

水深：多様で深い／流速：多様で遅い
／河床材料：細かい／樹冠被覆率：高
い／沈木：ある程度留まる

水深：浅い／流速：速い／河床材料：
粗い／樹冠被覆率：低い／沈木：下流
へ流される

▲河道の直線化による湿原らしい河道物理環境の喪失

▲河道の直線化による湿原景観の喪失

■湿原の景観（河川）
河道は蛇行している
河畔林と後背湿地からなる景観

■現在（河道直線化後）
変化に乏しく遠くまで見通せる
一様な水面が大部分を占める

③乾燥化による湿原の減少

河川水位・地下水位：高
氾濫頻度・氾濫面積：広

▲河道の直線化による乾燥化、湿原の減少

河川水位低下 氾濫頻度減少・
地下水位低下 湿原の減少

湿原中心部 湿原中心部

茅沼地区旧川復元実施計画 課題と目標
茅沼地区の課題と目標

②湿原河川本来の魚類
などの生息環境の復元

④湿原景観の復元

①湿原中心部への土砂
流出などの負荷の軽減

課

題

実
施
計
画
の
目
標

③氾濫原の再生による
湿原植生の再生

①良好な環境を有している河川が維持されるように保全する。

②湿原への負荷を軽減し、河川本来のダイナミズムを回復・復元する。

③河畔林・氾濫原、淵・瀬など多様な環境を復元・修復する。

④河川の上流から下流に至る連続性や河岸から河道に至る連続性を保つ。

全体構想の「河川環境の保全・再生」に関する目標

茅沼地区の課題と全体構想の目
標を踏まえて目標を設定

課 題 目 標

②湿原らしい河道物理環境の喪失
(生息魚類の変化)

④湿原景観の喪失

①湿原内部への土砂流入の増加

③乾燥化による湿原の減少
(植生の変化)
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茅沼地区旧川復元実施計画 実施内容

４つの目標を達成するために必要な実施内容

主な効果：右岸側への氾濫を回復
右岸残土の撤去

旧川の復元

主な効果：
氾濫頻度の回復、
魚類の生息環境の回復

茅沼地区全体図

直線河道の埋め戻し

主な効果：
地下水位の上昇

釧路川

茅沼地区

釧路市

標茶町

茅沼地区の位置

国土交通省北海道開発局釧路開発建設部
北海道釧路土木現業所
鶴居村
下久著呂地区農業用排水路維持管理組合 等

土砂流入対策実施計画[久著呂川] 実施主体および対象区域

実施主体

久著呂川

久著呂川

久著呂川

対象区域

久著呂川およびその流域

久著呂川
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土砂流入対策実施計画[久著呂川] 当該箇所で実施する理由

湿原への浮遊砂流入量

釧路川本川を除く主要支川

では久著呂川が最も多い

【全体の16%】

流域面積当たりの浮遊砂量

久著呂川が最も多い

【約25m3/年/km2】
(釧路川本川の約４倍)

観測結果をもとに推定した浮遊砂※収支図
(1990～2001年の平均：日平均流量データ使用)

※河川を浮遊して流れている細粒砂と粗粒砂

湿原への負荷の軽減に効果があるため久著呂川で先行して実施

久著呂川で先行して実施

現状の湿原浮遊砂収支 久著呂川で先行実施する理由

土砂流入対策実施計画[久著呂川] 当該箇所の課題
【質的変化のメカニズム】
流域開発 土砂生産・流出量の増加 湿原への土砂堆積 湿原植生の変化

青字：要 因

赤字：現 象

流域開発

①農地、宅地の開発
②周辺の土地利用を図る
ための河道の直線化

③森林の伐採

湿原での土砂
堆積量の増加

：氾濫水
：土砂

土砂堆積による
湿原の乾燥化

要因と現象の関係

湿原

湿原への土砂
流入量増加

氾濫頻度の減少による
土砂捕捉量の減少

②河道の直線化

③周辺の森林
伐採

②河道の直線化
などによる
河床低下等

①農地・宅地の
開発など

土砂生産量の増加

・地下水位 高い
・ヨシやスゲ類が生育

・湿原への過剰な土砂流入・堆積
・湿原の低平地化

湿原本来のヨシ群落が減少
し、ハンノキ林が増加

湿原植生の変化
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土砂流入対策実施計画[久著呂川] 課題と目標

久著呂川の課題と目標

①土砂の生産、流送、堆積のメカニズム把握

②土砂生産源での流出の抑制

③湿原に流入する手前で沈砂(土砂流出を抑制することが困難な場合)

全体構想の「湿原・河川・湖沼への土砂流入の抑制」に関する目標

久著呂川の課題と全体構想の目
標を踏まえて目標を設定

久著呂川土砂流入対策の目標

●流域開発前の湿原土砂堆積速度程度

となるように流域開発に伴って増加

した湿原流入土砂を軽減

●具体的には湿原に流入する土砂量を

現状から4割軽減

湿原における土砂堆積

湿原へ流入する土砂量の増加

湿原植生の変化

課
題

課 題 目 標

【土砂生産の抑制】①河道の安定化対策 ②森林の再生

①河道の安定化対策【実施者:釧路土木現業所】

【目的】

流域の裸地、荒廃地等からの土砂の

生産を抑制するため、植林等を行う。

流域に見られる裸地

②森林の再生

【実施：流域全体での協力･連携を図る】

土砂流入対策実施計画[久著呂川] 実施内容

対策前 対策後

水辺林

砂州

砂州

掃流力
大きい

凝灰岩
の露出

床 止 工

河床低下防止のた
め床止工を設置

河 道 拡 幅

掃流力低下による
河道の安定

護 岸 工

侵食状況をモニタリ
ングし必要に応じて
設置

河道の安定化による
土砂生産の抑制

対策後

・河床に凝灰岩が露出
・土砂生産

対策前の課題

掃流力小さい掃流力大きい

浅い深い
水
深

砂礫

凝灰岩より河床が安定

凝灰岩が露出

脆弱で河床低下が進行

河
床

広い狭い
河
幅

目標とする

KP11.00～13.00区間河床低下区間

▲河床低下区間の現状と目標

【目的】
河床低下・河岸侵食による土砂の生産・流出を
抑制するため、落差工、床止工等を設置する

落 差 工

河床低下が上流に
進行しないよう落差
工を設置
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【土砂の捕捉による湿原流入土砂の軽減】③排水路合流部沈砂池 ④水辺林・緩衝帯

排水路からの土砂等を捕捉

排水路合流部沈砂池の設置

久著呂川

土砂等の
負荷軽減

土砂等

土砂等
の流入

土砂等

現存の水辺林を保全 水辺林・緩衝帯

多様な植生

対策前

対策後
土砂等

土砂等の捕捉
土砂等の
負荷軽減

・地表面を流れて河川に流入する土砂等を軽減
・造成前は側溝等を設置して河川への土砂流入
を防止

基盤造成を行い、在来
種の自然侵入を促す

③排水路合流部沈砂池

【実施者：釧路土木現業所､釧路開発建設部､鶴居村､

下久著呂地区農業用排水路維持管理組合】

土砂流出の軽減

【目的】
農地等からの表面流出等により河川に流入する
土砂を捕捉するため、水辺林・緩衝帯を整備する。

④水辺林・緩衝帯

【釧路土木現業所ほか】

【目的】
農地等から排水路を通じて河川に流入する土砂
を捕捉するため、沈砂池を設置する。

土砂流入対策実施計画[久著呂川] 実施内容

←導流部を設
けて遊水地に
濁水を導水

久著呂川

土砂堆積

多様な流れ

【土砂の捕捉による湿原流入土砂の軽減】 ⑤河川沿い土砂調整地 ⑥湿原流入部土砂調整地

【目的】湿原より上流側の丘陵地等では捕捉できない湿原流
入負荷（特に細粒土砂）を捕捉するため、湿原流入
部(緩傾斜地)に土砂調整地を設置する。

B
湿原流入部

旧川

久著呂川

遊水

B’

A

A’

A A’

←人工ケルミ、
遊水地で土砂を
捕捉

【目的】久著呂川を流下して湿原に流入す
る土砂量を軽減するため、土砂調
整地を設置する。

河道の拡幅

河川を流れる土砂の捕捉(特に粗粒土砂)と
下流河道の安定化

B B’

⑥湿原流入部土砂調整地
【実施者:釧路開発建設部】

⑤河川沿い土砂調整地
【実施者:釧路土木現業所】

土砂流入対策実施計画[久著呂川] 実施内容

遊水地

人工ケルミ

導流部
遊水地
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まるやまがわ

円山川の自然再生事業円山川の自然再生事業

流域概要･･･

流域の86%が山地、

14%が平地

流域面積･･･

1,300km2

関係市町村･･･

３市（豊岡市、朝来

（あさご）市、養父

（やぶ）市）

流域内人口･･･

約1５万人

流域の概要
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昭和３０年と現在の円山川

【昭和３０年の円山川】

【現在の円山川】

■日本産コウノトリの経過

かつて日本に広く分布

明治時代の狩猟の解禁により乱獲され、分布範囲は但馬地
域（円山川流域）に限られた

１９３０年頃には但馬地域に約１００羽生息

その但馬では、第二大戦中に営巣木のマツの伐採、戦後の
土地改良や河川改修による生息地の減少、有機水銀を含む
農薬の使用による餌生物の減少等によって、急速に個体数
が減少

１９７１年を最後に我が国で野生絶滅（最後の生息地は豊岡
盆地）

１９６５年からの人工飼育による種の保存を開始

その結果、飼育されているコウノトリは１００羽を超えるなど、
野生復帰に向けて地域をあげた長年にわたる努力が続けら
れてきた
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■ １９６０年の円山川支川出石川の様子

人と牛とコウノトリの距離が非常に近く、生活にとけ込んでいる

経緯

１９５６ コウノトリの特別天然記念物指定

１９７１ 我が国最後の野生コウノトリが豊岡盆地で絶滅

１９９９ コウノトリの保護増殖が図られた結果、１００羽を超えた

２００２ 「コウノトリ野生復帰推進協議会」設置

→ 目的： 「コウノトリ野生復帰推進計画」の策定

２００３ 「コウノトリ野生復帰推進計画」を策定

同年 「コウノトリ野生復帰推進連絡協議会」を発足

→ 目的： コウノトリの野生復帰推進

２００５ 円山川水系自然再生計画策定
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コウノトリ野生復帰推
進連絡協議会

市民 農業林業

自治会

学校

環境

漁業

消費者

観光

商工

文化

行政 国 豊岡河川国道事務所

市町 豊

岡市、城崎町 日
高町、出石町

学識者

農 業

生 物

兵庫県
但馬県民局、但馬教育事務所

コウノトリの郷公園

河 川

関係機関等との連携

■コウノトリ野生復帰推進連絡協議会

■コウノトリ野生復帰推進計画の基本方針

野生復帰の方法

・放鳥計画
・野生復帰の留意点

野生復帰実現のための
環境整備の推進

・環境創造型農業の推進
・自然と共生する河川整備の推進
・自然と共生する里山林の整備

野生復帰実現のための
推進方策

・推進体制の整備
・普及啓発・住民参加の取り組み

コウノトリ野生復帰の実現
～コウノトリと共生する地域づくり～

円山川水系自然再生計画
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保全
特徴的な環境や希少な環境が残っている場所を保全する。

再生
湿地の再生 河道のショートカットにより湿地が失われた区間、圃場

整備により乾田となっている地区等を対象として湿地を
再生する

環境遷移帯の再生 河岸勾配が急勾配化を呈している区間を対象に環境遷
移帯を再生する

多様な流れの再生 川幅水深比が大きく変化している箇所を対象とし、
瀬・淵のある多様な流れを再生する

連続性の確保 河川横断施設に設置されている魚道を対象に改善する
(河川縦断方向)
連続性の確保 樋門及び落差工により河川と水路に落差が形成されて
(河川と水路) いる施設を対象とする

■円山川水系自然再生計画
平成１７年１１月策定
国土交通省近畿地方整備局
兵庫県

対象河川

平成１２年に災害復旧関連として、高水敷を年平均水位に平成１２年に災害復旧関連として、高水敷を年平均水位に

切り下げ湿地再生を目指しました。切り下げ湿地再生を目指しました。

河川環境の整備を行うにあたり、生物の生息条件の調査を河川環境の整備を行うにあたり、生物の生息条件の調査を

目的とし、河川内湿地のモニタリング調査を現在行ってい目的とし、河川内湿地のモニタリング調査を現在行ってい
ます。ます。

野上の湿地
のじょう

湿地の再生

 河岸における湿地の創出（野上地区上流） 

湿地（河岸）の創出 

湿地性植物 

掘削 

小水路（※） 

（※）樋門排水路

の利用など 

河岸における湿地の再生（野上地区上流）

Ｌ＝６１０ｍ Ｌ＝７８０ｍ高水敷掘削平面図
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■放鳥式典 ２００５年９月２４日

秋篠宮殿下・同妃殿下をお迎えして放鳥式典が行われ、３，
５００人の人々が見守る中、ついに５羽のコウノトリが豊岡
の大空を舞った。

松浦川アザメの瀬自然再生松浦川アザメの瀬自然再生

幹川流路延長 ：47㎞

流域面積 ：446km2

流域内市町村 ：３市１町

流域内人口 ：10万人

平成２年７月出水状況

松浦川の諸元
凡例

平成２年７月洪水

浸 水 区 域

アザメの瀬地区
松浦川右岸
１５ｋ８００

徳
須
恵
川

松
浦
川

厳
木
川

唐津市

伊万里市

武雄市

山内町

玄界灘

と
く
す
え

き
ゅ
う
ら
ぎ

まつ うら
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アザメの瀬自然再生事業は、平成１３年１１月に「アザメの瀬検討会」を設置し、これまで５３回に
わたって検討会を重ね、国側と地元住民による徹底した対話に基づき計画・立案・実施を行ってい
る住民参加型の事業である。また、事業が周囲に与える影響を科学的に評価する研究会等も実
施してきている。

第４７～５３回 アザメの瀬検討会平成１８年

第３７～４６回 アザメの瀬検討会平成１７年

第３０～３６回 アザメの瀬検討会

アザメの瀬ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催（佐賀県相知町）

生態系保全シンポジウム（佐賀県相知町）

平成１６年

第１４～２９回 アザメの瀬検討会平成１５年

第４～１３回 アザメの瀬検討会

自然再生事業ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催（佐賀県唐津市）

住民組織「アザメの会」発足

平成１４年

第１～３回 アザメの瀬検討会

河川環境再生ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催（佐賀県相知町）

平成１３年

経緯経緯

失われてきた身近な環境失われてきた身近な環境

水田

河道

山

▽洪水時の水位

河道

山▽平常時の水位

水田

水田

河道

山

▽洪水時の水位

河道

山▽平常時の水位

水田

過去：川との連続性が保たれていた

洪水時の隠れ場所

産卵場、生息域

水田

攪乱
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失われてきた身近な環境失われてきた身近な環境

河道

堤防▽洪水時の水位
水田

河道

堤防

▽平常時の水位

水田 山

山

河道

堤防▽洪水時の水位
水田

河道

堤防

▽平常時の水位

水田 山

山

現在：川との連続性が失われた

河床掘削による水位低下

棚田上池

トンボ池

下池

観測施設

クリーク モニタリング道路

松
浦
川

河畔林

桟橋

アザメの瀬地区の整備メニューアザメの瀬地区の整備メニュー
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アザメの瀬地区アザメの瀬地区

平成１６年 ９月撮影

自然再生の目標自然再生の目標

○河川の氾濫原的湿地を再生
地盤を掘り下げ、河川水が流入可能とする

クリークに棲む稚魚洪水時の状況（１５年７月）

松浦川
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自然再生の目標自然再生の目標

○人と生物のふれあいの再生
多様な動植物に触れ合える場

小学生の現地見学会

徹底した住民参加と合意形成（意見交換）

検討会の様子 原案作成時の打ち合わせ

模型を用いての意見交換現地見学会の様子

住民参加による検討会
これまで

のべ１０００人が参加
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平成１６年４月２４日（土）皇太子殿下ご視察平成１６年４月２４日（土）皇太子殿下ご視察

標津川の自然再生検討について
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流域の基幹産業は、漁業(かつてはサケ漁獲高日本一)と酪農(乳牛頭数56,502頭、H11)

流路延長78km、流域面積671km2

流域内人口約3万人(標津町と中標津
町の合計)

流域の概要流域の概要

・

・

・

北海道標津郡中標津町の標津岳を源
とし、中標津町、標津町を抜け、オ
ホーツク海へ注ぐ。

取り組み取り組み

標津川流域懇談会

Ｈ１２ 標津川流域懇談会設立

Ｈ１５ 標津川流域懇談会提言を発表

標津川流域懇談会提言

①流域の視点からの川づくり

②洪水に対する安全性の確保

③生物が生息しやすい多様な環境の保全・復元

④農業と漁業を結ぶ河川環境の創造

⑤川を通した人々のつながり

⑥川に親しみ川を学ぶ
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魚 類 河畔林･水際植生

淀み･緩流域 水深の大きな
箇所

水草･抽水植物の
生育(浅場)

緩流域･深場の復元 浅場(水際域)の復元 氾濫環境の復元

短 期 目 標

生物の生育･生息環境の復元(物理指標による評価)

後背湿地自然堤防水際部の
撹乱堆積地

生物群集の復元

管
理･

評
価
の
容
易
度

環
境
の
健
康
状
態
を
知
る
上
で
の
適
正

高

低

低

高

対策による効果の評価は、管理･評価が容易である物理指標とする。
生物群集についてはモニタリングを行っていく。

魚類の
生息環境

植生の
立地環境

自然再生自然再生のの計画計画 短期目標と指標項目の設定短期目標と指標項目の設定

湿地環境の復元

湿性草本植生

標津川技術検討委員会（平成１３年設置）により、自然再生の目標や技術的
な課題を検討。

標津川蛇行復元
試験地の河道変遷

Ｓ２２

Ｈ１１ Ｈ１４（通水後）
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(H14.10)

出展：第７回標津川技術検討委員会 中村グループ

蛇行流路

直線流路

直線流路

Transect A

Transect C

堰

N

調査測線 A

調査測線Ｂ

左右非相称

水生昆虫の生息密度について

出展：第７回標津川技術検討委員会 中村グループ
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total taxa number: 19
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調査測線 A
（直線区間）

調査測線 Ｂ
（蛇行区間）

調査測線 E
（別流域：西別川）

蛇行州 蛇行州

水
深

全種数： ９ 全種数： 19全種数： 20

水表面

水
生
昆
虫
の
密
度

（
個
体
／

m
2 ）

20022002年６月の調査測線における年６月の調査測線における
底生動物群集の種数と個体数密度の分布底生動物群集の種数と個体数密度の分布

出展：第７回標津川技術検討委員会 中村グループ
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潜水観察で確認したサケ科魚類の体長分布

出展：第７回標津川技術検討委員会 中村グループ


